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令和５年３月 新宮町教育委員会定例会 会議録 

 

１．開催日時 

   令和５年３月７日（火）15 時 55 分から 16 時 40 分まで 

 

２．場所 

   新宮町役場 ３階第２委員会室 

 

３．出席者 

   小川教育長、吉松委員、横山委員、本多委員、小池委員 

 

４．欠席者 

   なし 

 

５．出席職員 

   森学校教育課長、桐島社会教育課長、三舩学校教育課長補佐、髙木社会教育課長補

佐、高口指導主事、今富指導主事 

 

６．欠席職員 

   なし 

 

７．日程 

○ 日程第１ 開会の宣告 

（小川教育長） ただいまから３月の教育委員会定例会を開会いたします。 

15 時 55 分開始 

 

○ 日程第２ 会議録署名議員の指名について 

（小川教育長） 会議録署名議員は会議規則第１７条の規定により、教育長及び会議

で決めた委員の１名となっておりますので、今回は吉松委員にお願いいたします。

よろしくお願いいたします。 

 

○ 日程第３ 教育長の報告事項 

（小川教育長）  

・第１回（３月）新宮町議会定例会、一般質問の報告について 

 

○ 日程第４ 議事の審議 

第４号議案 部活動の地域移行に関する検討委員会設置要綱の制定について 

（森学校教育課長）（議案により説明） 

（小川教育長）  

質問等はありませんか。 

（横山委員） 
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部活の地域移行については、必ず行わなければならないという方針が出ているのか、

それとも、まだ、各市町で自由に方針を決めていいという状況なのか、お伺いします。 

 （森学校教育課長） 

   文科省の方針としては、当初、部活動については令和７年度までに地域移行してほ

しいという方針が出されておりました。ただ、現実問題、国の方も様々なモデル事業

などを行っておりますが、地域の受皿がなかなか確保できないという現状があり、令

和７年度までという縛りも少し緩くなってきている状況にあります。しかし、文科省

は、まずは働き方改革のことに関して重点的に進めていますので、部活動の在り方に

ついては現状のままでは駄目だという考え方を持っているため、何らかの形を作らな

いといけないと考えております。法律で必ず地域移行しなければいけないということ

ではないのですが、文科省の方針としては部活動を地域に移行するということはしっ

かり示されています。 

 （小川教育長） 

   先般、私と課長補佐、指導主事で県主催の部活動地域移行に関する研修会に参加し、

他市町の様々な実践事例などを聞いてきたところですが、どこの市町・地区も、やり

方に対して予算的な部分や人的な部分の確保というところがなかなか難しいという状

況であり、現実的にはなかなか進んでいないようでした。 

本町としてはそのような課題などについて、今、御提案しました検討委員会の中で、

様々な御意見をいただきながら、新宮町独自でより良い形での地域移行が徐々に進ん

でいければと考えているとこでございます。 

他に御意見等ございませんか。（特になし） 

 （小川教育長） 

それでは、本議案を承認してよろしいですか。（全員承認） 

 

第５号議案 新宮町社会保障・税番号制度運用連絡会議設置要綱の一部を改正する訓

令の制定について 

（森学校教育課長）（議案により説明） 

（小川教育長） 

質問等はありませんか。（特になし） 

（小川教育長） 

本議案を承認してよろしいですか。（全員承認） 

 

○ 日程第５ 教育長発議 

  議事に関する非公開の発議 

（小川教育長）  

次の日程第６、諸報告「１ 教職員の人事異動内示について」は、教職員の人事異

動に関する事項のため、非公開とします。異議ありませんか。 

（異議なし） 

 

○ 日程第６ 諸報告 

1) 教職員の人事異動内示について 
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  発議により非公開 

（小川教育長）非公開は、ここまでとします。 

 

 2) 学校教育課の報告について 

（森学校教育課長）（資料により学校教育課の報告） 

① 報告事項 

    ・ 経過報告 

    ・ 今後の予定 

  ・ 新型コロナウイルス感染症に関する対応について 

    ・ 工事の状況について 

    （詳細は、三舩学校教育課長補佐が説明） 

② 連絡事項 

・特になし 

   ③ その他 

    ・町職員の人事異動内示について（内示予定日を説明） 

（小川教育長）  

質問等はありませんか。 

  （本多委員） 

   町内の小・中学校の卒業式についてですが、これは先月も私の方から御質問させて

いただいたと思うのですが、先日、学校だよりがうちに届きまして、その中に各学校

の卒業式の案内について書かれていましたが、大体、どこの学校も保護者が２人まで

で、しっかり感染対策をされてくださいだとか、熱がある場合は子どもも保護者も出

席しないようにということがしっかり明記されていたのですが、マスクの着用につい

ては記載されている学校があまりなかったような印象でした。 

一応、３月13日から国の方針で、卒業式においてはマスクを着用しなくても良いと

いうような通知が出て、県立高校の卒業式が３月１日に実施された時は、報道でも子

ども達は自分の考えで着用したり、着用せずに出席したりしていたというような内容

を伝えていたのを私も見たのですが、新宮町の各学校では、マスク着用については学

校独自で判断されて子ども達に伝えているのか、町全体で方針を定めて示されている

のか、どういう扱いをされているのか確認をさせていただきたいと思います。 

 （森学校教育課長） 

   今、申されたように３月13日から取扱いが変わるようになっています。ただ、卒業

式は準備等の関係から周知するには時間が短いため、すぐに対応を変更できる状況で

あれば変更しても良いと。実際に文科省からは２月10日付けで、式典については基本

的に生徒と教職員はマスクを外してもよい、そして、来賓と保護者についてはマスク

を着用してくださいということでした。しかし、児童・生徒も歌などを歌う場合には

マスクの着用が望ましいということは文科省が通達していましたので、後は学校のほ

うで判断するところで、できるだけ国の方針に則って対応していただきたいというこ

とは伝えています。 

ただし、学校においても、子どもがマスクを外したがらないというケースもあるよ

うなので、その場合は無理強いしないなどの対応をとっていただく必要があると考え
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ています。そのため、それぞれの学校で対応が多少変わるかもしれませんが、できる

だけ保護者の方には、子ども達の顔が見えるようにはしていただきたいということで

お願いをしているところです。 

  （本多委員） 

   ということは、卒業式では着用している子どももいるし、着用しない子どももいて、

学校が統一してマスクの着脱を指導するということはないということですか。また、

歌を歌うときは着用するということは、今年の卒業式では校歌を歌うこともあるとい

うことでしょうか。それとも、各学校の校長の判断に任せるということでしょうか。 

 （森学校教育課長） 

   はい。今回の卒業式については、できるだけ校歌を歌ってくださいという話はさせ

ていただいていますので、その際にはマスクは着用しましょうということにしていま

す。それから、子どもについてもできるだけマスクを外すところでの話はしているの

ですが、強制は出来ないため、基本的には学校もマスクは外すことで指導をするかと

は思いますが、どうしても子どもが嫌がる場合には強要はしないでしょう。 

 （小川教育長） 

   その他に御質問はございますか。（特になし） 

 

  4) 社会教育課の報告について 

（桐島社会教育課長）（資料により社会教育課の報告） 

 ① 報告事項 

   ・ 経過報告 

   ・ 今後の予定 

② その他 

   ・ 令和５年度新宮町社会教育等行事計画表 

・ 広域電子図書館について 

・ 第４次新宮町子ども読書活動推進計画について 

・ 町立図書館利用状況並びに行事予定 

（小川教育長）  

質問等はありませんか。（特になし） 

 

〇 日程第７ その他 

1) 教育委員会定例会の日程について 

（森学校教育課長）（日程確認） 

  ・ ４月定例会 

     令和５年４月26日（水） ９時30分から （確定） 

  ・ ５月定例会 

      令和５年５月24日（水） ９時30分から （予定） 

 

（吉松委員） 

・ 社会福祉協力校情報交換会の報告について 

・ 認知症サポート養成講座の報告について 
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○ 日程第８ 閉会の宣告 

（小川教育長） 

以上で３月の新宮町教育委員会定例会を閉会します。 

                                  16時40分終了 

 

 

 

 

            署名  教育長  小 川 隆 弘        . 

 

 

 

            署名  委 員  吉 松 康 子         


